
木構造における準耐火建築物及び耐火建築物の設計フローチャート

法2条九の二のイ
主要構造部が(1)又は(2)のいずれかによること

(1)耐火構造であること

令108条の3 二号 国土交通大臣認定

※木造可能ではあるが認定が必要

[政令] 建築基準法施行令108条の3の一号イ、ロ「耐火性能検証法」

燃え代設計

梁
H12年建告1358号第4 二号ロ、ハ

木造部分においては柱、梁、及び小径が20cm以上の物が対象

法2条七の二　準耐火構造
国土交通大臣が定める方法(H12年建告1358号)

柱
H12年建告1358号第2 二号ロ、ハ

法2条九の二のロ
外壁の開口部で延焼のおそれのある部分を防火設備に

※国土交通大臣認定が不要（確認申請で計画可能)

木造にて耐火建築物の建築が可能 木造にて準耐火建築物の建築が可能

従来設計(木造不可)

S62年建告1901号

S62年建告1902号

継手鋼材(ドリフトピン等も含む)が木材に被覆されて
いること

YES

令108条の3　2項一号
及びH12年建告1433号第3 一号～七号

火災想定室における主要構造部材の『保有耐火時間』を算定

(木材においては着火温度に達するまでの時間。)

火災想定室のおける『火災継続時間』を算定

令108条の3　2項一号
及びH12年建告1433号第1,第2

(主に可燃物、開口部の条件により計算される。)

NO

火災継続時間≦保有耐火時間

全ての主要構造部において

屋外火災継続時間
≦外壁の保有耐火時間

NO

YES

令108条の3　2項三号
及びH12年建告1433号第4

法2条九の二のイ(2)政令で定める基準に適合

準耐火建築物(法2条九の三)耐火建築物(法2条九の二)

耐火要求

防火被覆または表面3.0cmの燃え代設計

柱、梁の継手仕口で表面3.0cmを除く部分が応力を
伝える構造であること

柱、梁で表面3.0cmを除く木材の短期許容応力度が
長期応力度以上であること

防火被覆または表面4.5cmの燃え代設計

(1時間耐火要求の場合は6.0cm)

法2条九の三のイ
主要構造部を準耐火構造としたもの

(2)政令で定める基準に適合

政令で定める基準



火災想定室のおける火災継続時間の算定
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z:部材の床面からの高さ[m]
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αl:部材近傍火災温度上昇係数(℃/min1/6)

主要構造部ごとに耐火保有時間を算定
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主要構造部全てがOKになるまで

:耐火保有時間[分]tfr

NO

H12年建告1433号 第4

又はRCの耐火構造以外の
ものにあっては別途計算

:耐火保有時間[分]

:耐火構造の耐火時間[分]

tfr

tA

tfr=tA

｢屋外耐火保有時間｣を下記式にて算定

tf≦tfr

NO

YES

YES

tf:

壁(耐力壁)、壁(非耐力壁)、柱、床、屋根、階段
の木材以外の構造

延焼のおそれのある部分(1時間)
その他(30分)

Qr:発熱総量[MJ]

χ＞0.1

χ≦0.081

0.081＜χ≦0.1

qb=1.6×χ×Afuel

qb=0.13×χ×Afuel

qb=(2.5×χ×exp(-11×χ)+0.048)×Afuel
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Aop :開口面積[m2]

Hr :天井H[m]

Afuel :可燃物表面積[m2]

:仕上の酸素消費係数φ

H12年建告1433号　第2H12年建告1433号　第1

Qr=Q1+Q2+Q3

  fff dAq

 rl Aq

    fafafarala dAqAqfa

Q1:

Q2:

Q3:

収納可燃物の発熱量

固定可燃物の発熱量

隣家からの発熱量

:床面当り可燃物発熱量[MJ/m2]ql,qf

:床仕上面積[m2]Ar

:壁仕上面積[m2]Af

:開口部熱侵入係数fa
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柱、梁で小径が20cm以上の木材

tfr :耐火保有時間[分]

tA :耐火構造の耐火時間[分]

耐火保有時間を下記式にて算定 耐火保有時間を下記式にて算定

RC、鉄骨の耐火構造以外の
ものにあっては別途計算

Ac

Ih

:床、壁、天井の表面積[m2]

:熱慣性[kW・秒1/2/(m2・K)]

室の全ての主要構造部において

諸係数の算定

α:火災温度上昇係数(℃/min1/6)

火災想定室における部材の「屋内保有耐火時間」の算定 H12年建告1433号 第3 一号～七号
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耐火建築物にて設計可能
(耐火建築物の適用範囲については施行令108条の3 4項参照のこと)

施行令108条の3 2項二号

施行令108条の3 1項一号イ、ロ「耐火性能検証法」より

Hop :開口H[m]

tf≦tfr

tf=

qb:室内の可燃物の1秒間当たりの発熱量[MW]

60qb

木構造における「耐火性能検証法」フローチャート

（有）木構造システム　H15.11.作成


